
勧 告 に 基 づ き 講 じ た 施 策 に つ い て

昭 和 ６ ２ 年 ６ 月 １ ９ 日 付 勧 告 第 １ 号 の 「 航 空 機 の 耐 空 性

確 保 に 関 す る 勧 告 」 に 基 づ き 下 記 の 施 策 を 講 じ た の で 、 航

空 事 故 調 査 委 員 会 設 置 法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 通

報 す る 。

記

１ ． 勧 告 事 項 １ に つ い て

航 空 機 の 大 規 模 な 構 造 修 理 を 当 該 航 空 機 の 製 造 工 場 以

外 の 場 所 で 実 施 す る 場 合 の 管 理 体 制 に 係 る 指 針 を 定 め 、

航 空 局 長 か ら 定 期 航 空 運 送 事 業 者 及 び 航 空 機 修 理 事 業 者

並 び に 航 空 機 製 造 者 に 対 し 通 達 し 、 修 理 作 業 に 万 全 を 期

す る よ う 指 導 し た 。

２ ． 勧 告 事 項 ２ に つ い て

大 規 模 な 構 造 修 理 を 行 っ た 後 に お け る 長 期 的 な 構 造 の

安 全 性 の 監 視 に 係 る 指 針 を 定 め 、 航 空 局 長 か ら 定 期 航 空

運 送 事 業 者 に 対 し 通 達 し 、 構 造 の 安 全 性 確 保 に 万 全 を 期

す る 指 導 し た 。

３ ． 勧 告 事 項 ３ に つ い て

大 型 航 空 機 の 耐 空 性 基 準 は 、 国 際 的 に 共 通 性 を 有 す る

こ と が 必 要 な こ と 及 び ア メ リ カ 合 衆 国 の 基 準 が 我 が 国 を

含 め 世 界 の 主 要 国 の 耐 空 性 基 準 の 基 本 と な っ て い る こ と

に 鑑 み 、 内 容 を 航 空 局 長 か ら ア メ リ カ 合 衆 国 連 邦 航 空 局

長 官 宛 書 簡 と し て 送 付 し 、 我 が 国 に お い て 大 型 機 の 後 部

圧 力 隔 壁 等 の 与 圧 構 造 部 位 の 損 壊 後 に お け る 周 辺 構 造 ・

機 能 シ ス テ ム 等 の フ ェ ー ル ・ セ ー フ 性 に 関 す る 規 定 を 耐

空 性 基 準 に 追 加 す る こ と に つ い て 検 討 す る こ と

と し て い る こ と を 通 知 す る と と も に 、 当 該 基 準 の 改 正 に

つ い て ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 に 対 し 協 力 要 請 を 行 っ た 。

な お 、 こ の 点 に 関 す る 今 後 の 検 討 状 況 に つ い て は 、 必

要 に 応 じ 航 空 局 長 か ら 通 知 す る こ と と す る 。


